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参照条文 

 

○国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）（抄） 

第八十一条の五 任命権者は、定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等

を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定

め、短時間勤務の官職（当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時

間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のも

のを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの

をいう。第三項において同じ。）に採用することができる。 

２・３ （略） 

 

（職務に専念する義務） 

第百一条 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び

職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を

有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める

場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合にお

いても、それに対して給与を受けてはならない。 

２ （略） 

 

 

○一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成六年法律第三十三号）

（抄） 

（一週間の勤務時間） 

第五条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五

分とする。 

２ （略） 

 

 （週休日及び勤務時間の割振り） 

第六条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以

下同じ。）とする。ただし、各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員につい

ては、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休

日を設けることができる。 

２ 各省各庁の長は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七

時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、再任用短時間勤務

職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を

超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 
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３ 各省各庁の長は、職員（人事院規則で定める職員及び次条の規定の適用を

受ける職員を除く。以下この条において同じ。）について、始業及び終業の

時刻について職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが公

務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院

規則の定めるところにより、職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で

週を単位として人事院規則で定める期間（次項において「単位期間」とい

う。）ごとの期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤

務時間を割り振ることができる。 

４ 各省各庁の長は、次に掲げる職員について、週休日並びに始業及び終業の

時刻について、職員の申告を考慮して、第一項の規定による週休日に加えて

当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の

運営に支障がないと認める場合には、同項及び第二項の規定にかかわらず、

人事院規則の定めるところにより、職員の申告を経て、単位期間ごとの期間

につき第一項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当

該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割

り振ることができる。 

一 子（民法（明治二十九年法律第八十九号）第八百十七条の二第一項の規

定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判

所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するも

の、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十七条第一項第三

号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員

に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事院規則で定める

者を含む。）の養育又は配偶者等（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。）、父母、

子、配偶者の父母その他人事院規則で定める者をいう。第二十条第一項に

おいて同じ。）の介護をする職員であって、人事院規則で定めるもの 

二 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として人事院規則で定

めるもの 

 

第七条 各省各庁の長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務

する必要のある職員については、前条第一項及び第二項の規定にかかわら

ず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 

２ （略） 
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（通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間） 

第十条 第六条第二項から第四項まで、第七条又は第八条の規定により勤務時

間が割り振られた日（以下「勤務日等」という。）に通常の勤務場所を離れる

勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で人事院規則で定

めるものを命ぜられた職員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれら

の規定により割り振られた勤務時間とみなす。 

 

○一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成九

年法律第六十五号）（抄） 

（職員の裁量による勤務） 

第八条 各省各庁の長（一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成六

年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。）第三条に規定する各省各庁

の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。）は、第一号任期付研究員の

職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大

幅に当該第一号任期付研究員の裁量にゆだねることが当該第一号任期付研究

員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該

第一号任期付研究員を、人事院規則の定めるところにより、勤務時間法の規定

による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。

この場合において、当該第一号任期付研究員は、人事院規則の定めるところに

より、その勤務の状況について各省各庁の長に報告しなければならない。 

２・３ （略） 

 

○国家公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）（抄） 

（育児短時間勤務の承認） 

第十二条 職員（常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員

その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。）は、任

命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養

育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する官職を占め

たまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態（勤務時間法第七条第一項

の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態）によ

り、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること（以下「育児短

時間勤務」という。）ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間

勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の

日の翌日から起算して一年を経過しないときは、人事院規則で定める特別の

事情がある場合を除き、この限りでない。 



 

4 
 

一 日曜日及び土曜日を週休日（勤務時間法第六条第一項に規定する週休日

をいう。以下この項において同じ。）とし、週休日以外の日において一日

につき三時間五十五分勤務すること。 

二 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき四

時間五十五分勤務すること。 

三 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を

週休日とし、週休日以外の日において一日につき七時間四十五分勤務する

こと。 

四 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を

週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき七時間四

十五分、一日については一日につき三時間五十五分勤務すること。 

五 前各号に掲げるもののほか、一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五

分から二十四時間三十五分までの範囲内の時間となるように人事院規則で

定める勤務の形態 

２・３ （略） 

 

（育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例によ

る短時間勤務） 

第二十二条 任命権者は、第十四条において準用する第六条の規定により育児

短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずる

ことその他の人事院規則で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、

その事情が継続している期間、人事院規則の定めるところにより、当該育児

短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の

日及び時間帯において常時勤務を要する官職を占めたまま勤務をさせること

ができる。この場合において、第十五条から前条までの規定を準用する。 

 

（育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用） 

第二十三条 任命権者は、第十二条第二項又は第十三条第一項の規定による請

求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員

の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則の定めるとこ

ろにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした職員が

育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業

務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない官職を占める職員

を任用することができる。この場合において、国家公務員法第八十一条の五

第三項の規定は、適用しない。 

２ （略） 
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○人事院規則一五―一四（職員の勤務時間、休日及び休暇）（抄） 

 （休憩時間） 

第七条 各省各庁の長は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かな

ければならない。 

一 おおむね毎四時間の連続する正規の勤務時間（勤務時間法第十三条第一 

項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。）の後に置くこと。 

二 勤務時間法第六条第二項の規定により一日につき七時間四十五分の勤務

時間を割り振る場合にあっては六十分（各省各庁の長が、業務の運営並びに

職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、四十五分）、そ

れ以外の場合にあっては三十分以上とすること。 

三 （略） 

２・３ （略） 

４ 各省各庁の長は、前三項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の

健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、人事院の定めるところにより、

休憩時間について別段の定めをすることができる。 

５ （略） 

 

○職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成６年７月 27 日職職―328

事務総長通知）（抄） 

第６ 休憩時間関係 

１～３ （略） 

４ 各省各庁の長は、規則第７条第４項の規定に基づき、勤務時間法第６条第

２項の規定により割り振られた勤務時間が７時間４５分である場合におい

て、規則第７条第１項第２号の休憩時間を置くだけでは次に掲げる場合に

該当することとなるときは、それぞれ次に定める範囲内において、当該休

憩時間を延長することができる。この場合においては、始業の時刻は午前

７時以後に、終業の時刻は午後１０時以前に設定するものとする。 

 (1) 当該勤務時間の一部の時間帯における在宅勤務（当該在宅勤務を行う時

間帯の直前又は直後に置かれた当該休憩時間に職員の住居と通常の勤務場

所との間の移動が必要となるものに限る。）の適切な実施を確保できない

場合 当該移動に要する時間を超えない範囲内（以下「超過勤務時間」と

いう。） 

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子若しくは小学校、義務教育学校の前

期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員又

は勤務時間法第２０条第１項に規定する要介護者（別紙第１の２及び別紙
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第１の３を除き、以下「要介護者」という。）を介護する職員について、

当該養育又は当該介護を行うために必要な時間を確保できない場合（当該

休憩時間の延長について当該職員から申出があり、かつ、公務の運営に支

障がないと認められる場合であって、当該休憩時間の直前又は直後に在宅

勤務を行うときに限る。）当該養育又は当該介護に要する時間を超えない

範囲内 

 (3) （略） 

５～７ （略） 


